
障害福祉サービス事業所等の病院敷地内の設置について

サービスの種類 国が定める基準（参酌すべき基準）

グループホーム

「住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族

や地域住民との交流の機会が確保される地

域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を

通してサービスを提供する施設（以下「入所施

設」という。）又は病院の敷地外にあるように

しなければならない」

その他のサービス

短期入所事業所、

宿泊型自立訓練事業所、

相談支援事業所、

就労移行支援事業所、

就労継続支援Ａ型事業所、

就労継続支援Ｂ型事業所 等

設置の可否について、特に定めはなし

※ 参酌すべき基準については、各自治体が地域の実情に応じて条例において別の定めをするこ

とができる。

※ 医療型短期入所事業所については、医療機関及び介護老人保健施設においてのみ行うことが

できる。
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共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人で暮らしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観
点から、グループホームの新たな支援形態の1つとして本体住居との密接な連携（入居者間の交流が可能）を前提として

ユニットなど一定の設備基準を緩和した１人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みを創設

○ 地域生活への移行を目指している障害者や現にグループホームを利用している障害者の中には、共同住居よりも単身での生活を望む
人がいる

○ 少人数の事業所が経営安定化の観点から、定員を増やそうとしても近隣に入居人数など条件にあった物件がなく、また、物件が見
つかっても界壁の設置など大規模改修が必要となるケースも少なくないとの声がある。

グループホーム（サテライト型）の概要

本体住居 サテライト型住居

共 同 生 活
住居の入居
定員

原則、２人以上１０人
以下 ※

１人

ユニット（居
室を除く）の
設備

居間、食堂等の利用
者が相互に交流を図
ることができる設備

本体住居の設備を利
用

ユニットの入
居定員

２人以上１０人以下 －

設備 ・日常生活を営む上で必要な設備
・サテライト型住居の利用者から適切に通報を
受けることができる通信機器（携帯電話可）

居室の面積 収納設備を除き７．４３㎡

（サテライト型住居を設置する場合のグループホームの設備基準）

本体住居、サテライト型住居（※）のいずれもグループホーム事業者が確保
※ 本体住居につき、２か所（本体住居の入居者が４人以下の場合は１か所））が上限

単身等での生活が可
能と認められる者が
基本

（※）サテライト型住居の入居定員は本体住居の入居定員には含まない
ものとする（事業所の利用定員には含む）。


